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ア
が
現
在
に
於

τも
農
業
凶
で
あ
り
、
農
民
内
国
で
ゐ
る
こ
ご
は
、
単
に
そ
の
人
口
の
入
制
以
上
を
占
む

る
者
が
農
民
で
ゐ
る
の
み
な
ら
中
、
之
が
会
闘
の
九
訓
五
分
の
土
地
の
上
に
農
業
を
替
め
る
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貨
に
よ
っ
て
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め
得
ら
れ
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所
℃
ゐ
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又
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に
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迷
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な
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な
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あ
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。
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に
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〈
て
解
放
の
結
果
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ア
の
土
地
に
は
鴎
布
地
、
御
料
地
、
公
有
地
(
数
曾
・
都
市
崎
市
の
所
有
地
)
、
地
主
私

有
地
、
農
民
私
有
地
、
農
民
主
同
地
の
柿
別
を
生
じ
た
o

帥
前
三
者
は
農
民
に
分
興
せ
[
残
伶
で
ゐ

b
、
農
民
私

有
地
は
賠
償
金
に
よ
っ
て
農
民
の
獲
得
せ
し
土
地
で
ゐ
る
o

而
て
共
同
地
は
印
農
民
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分
興
せ
ら
れ
し
土
地
に
し

て
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の
下
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同
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作
を
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み
、
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も
所
有
機
は
依
然
醤
主
の
手
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事
前
遁

ω如
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で
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る
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た
。
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地
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有
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目
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な
〈
特
に
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る
必
要
を
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な
い
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地
の
如
き
は
多
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の
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に
そ

ω二
%
を
占
む
る
に
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、
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隣
町
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同
値
極
め
て
僅
少
な
b
し
も
の
で
あ

る
。
今
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ド
他
の
土
地
Z
の
割
合
の
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を
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せ
ば
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の
如
〈
で
あ
る
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共

同

地

一
八
七
七
年
(
四
九
州
に
杭
て
山
訓
菅
)

一
八
八
八
・
年
(
凶
J

ハ
州
に
杭
て

ω
剖
花
)

一
九

O
五
年
(
五

O
州
に
此
て
の
削
冗
)

二
四
・
九
戸

三
五
・
円
再

三
五
・
λ
M
N

三
了
わ
再

三
一
子
O
M
F

三
五
・
一
再

此
等
目
公
有
地
減
少
の
理
由
は
主
己

L
て
北
方
川
以
来
方
地
方
に
於
て
移
民
仁
分
興
せ
し
が
潟
で
あ
る
。
以
下
一
噂
ら

そ
仙
抽
出
化
的
重
要
な
ふ
り
し
私
有
川
及
共
同
地
仁
就

τ仰
目
料
品
す
る
。

私
有
地
の
盤
、
選

引
払
有
地
の
所
布
者
に
は
白
昨
供
、
附
侶
・
市
川
入
、
小
市
民
.
漢
民
等
の
諸
階
級
を
合
む
も
の
で
あ
る
が
、
先
づ
階

級
聞
に
於
け
る
所
有
地

ω制
令
そ
示
せ
ば
火
山
り
如
〈
で
あ
る
υ

い
旬
、
ヘ
令
批
川
の
J

b
j
f
E
合
む
』

一一・一

M
F

三
・
同
区

一
千
六
回

市
民
(
跡
伽
仰
計
叫
)

コ
・
口
封

ニ・
42H

-一一・内出

J;Ji 

j!t 

農
民
(
同
)

~I~ 

八
七
七
年
「
川
k
川
内
制
官
)

八
八
七
年
(
四
六
州
白
調
査
)

一

1

0
百
年
(
到

O
州
四
訓
査
)

主
・
八
百

円八・
L

同

歪
・
五
区

告
・
口
正
月

三
・
一
回

一守一・九芦

了
口
出

子一一一両

-一・間出

之
に
依

τも
明
な
る
如
〈
、
解
放
後
に
於
て
も
私
有
地
の
大
部
分
を
占
め
る
者
は
術
品
川
族
階
級
で
あ
っ
た
が
、

早

φ
土
地
は
其
後
三
十
年
間
巳
一
一
分
一
の
減
少
を
見
た
。
政
府
の
雄
官
表
す
る
所
に
よ
れ
ば
解
放
以
前
に
於

τ貴
族

一
六

O
高
d
(
四
四
州
に
於
る
耐
査
)
を
所
有
L
て
ゐ
た
が
、
そ
の
中
解
放
に
際
L
て
農
民
主
ニ
三
入

O
高

l:t 

仙
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4
を
分
奥
し
て
七
七
入

O
高

ι
を
残
し
た
が
二
人
七
七
年
迄
に
炉
、
る
貴
族
の
土
地
は
七

O
一
(
U
高

ι
に
、
一
入

四
六
州
に
於
工
は
四
九
九

O
A
ι
)
に
減
少
し
た
o

一
九

O
五
年
に
は
五
三
ニ

O
高

ι
(
五
O
州
の
調
官
、

今
之
が
勾
年
一
中
均
の
減
少
傾
を
見
れ
ば
弐
の
如
(
で
あ
る
。

入
七
年
に
は
六
五
三

O
高

ι(何
れ
も
四
六
州
の
調
査
)
に
、

一
八
五
九
年
|
|
一
入
じ
七
年

-
-
E
:
E
五
一
ト
レ
千
d

-
λ
七
七
年

|
i
一
λ
八
九
年
-
-
-
士
山
一
千
d

一
八
九
二
年
!
l
l
一
入
九
六
年
・
:
・
じ
入
五
千

ι

一
人
九
七
年
l
l
l
一
九

O
O
年
:
-
・
:
・
-
九

t
t千
d

か
、
る
A

民
族
所
有
地
減
少
の
原
因
は
一
じ
之
を
武
族
の
家
計
困
維
に
蹄
す
る
事
M
Y

出
来
る
。
解
放
以
前
に
於

τ

も
巾
民
放
は
多
額
の
負
似
を
岡
家
仁
-
負
う
1
ゐ
h
h
o

然
る
に
解
放
じ
よ
っ
て
彼
等
は
燥
奴
搾
収
の
遁
を
夫
。
、
叉
殺

物
の
轍
出
に
於

τも
外
凶
の
競
事
に
座
倒
せ
ら
れ
、
加
ふ
る
に
彼
等
の
浪
費
、
家
計
の
拙
劣
等
の
潟
に
愈
申
困
難

に
陥
b
、
止
む
な
〈
自
己
の
土
地
を
貰
却
せ
ざ
る
を
得
ぎ
る
に
至

h
し
も
の
で
あ
る
o

而

τこ
ω
土
地
を
購
入
せ

し
者

μ
主
正
[
て
商
人
H
A
農
民
で
あ
っ
た
o

次
に
こ
の
斗
階
級
の
土
地
所
有
朕
態
を
観
察
し
て
見
ょ
う
。
心

解
放
後
二
十
年
間
は
「
土
地
獲
得
の
競
守
に
於

t
資
本
が
労
働
仁
、
郎
両
人
が
農
民
に
勝
利
を
得
花
時
代
」
で
あ

る
o

解
放
後
援
生
し
た
る
ニ
の
古
川
人
地
主
階
級
は
一
入
七
ヒ
年
に
於
て
は
己
に
九
人

O
高
4

(
商
工
業
者
の
組
合

及
曾
枇
を
A
目
す
れ
ば
一
一
五

O
高
d
)
を
所
有
せ
し
に
民
L
農
民
及
農
民
闘
慨
は
六
五

O
高
d
を
所
有
す
る
の
み

で
あ
う
た
。
然
る
に
次

ω年
代
よ
り
は
ニ

ω傾
向
叫
逆
に
な
り
、
一
入
入
七
年
の
調
査
(
四
六
州
)
に
於
て
は
、
商
入

所
布
地
の
増
加
は
三
三

O
高

ιな
る
に
謝
し
て
、
農
民
所
布
地
は
六
九

O
高
d

の
増
加
で
あ
る
o

夏
仁
次
の
年
代

印
一
人
入
七
年
|
|
一
九

O
五
年
に
於
て
は
前
者
は
三
四

O
高
札
、
後
岩
は
一

O
七

O
高
d
の
増
加
で
あ
る
。
之

じ
よ
っ
て
返
叫
に
至
る
に
従
ひ
商
人
の
土
地
所
有
は
農
民
の
ぞ
れ
に
比
し

τ大
な
る
差
を
生
悲
し
事
は
朋
で
あ
る

説

事E

良
奴
鮮
故
後
に
於
け
る
協
同
孤
白
土
地
問
題

部
二
十
一
と
を

(
第
三
枕
一
二
車
)

相
」
ハ
五

。日nowskii，前制沓I ，p. 103・
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話

調E

段
奴
解
放
後
に
於
け
る
露
周
辺
自
土
地
問
題

第
二
十
三
巻

(
第
三
披
一
二
ハ
)

四

J'川
河
内

が
、
而
も
か
、
る
現
象
は
普
仁
商
人
の
土
地
購
入
舗
の
減
少
に
よ
る
の
み
な
ら
争
、
他
方
彼
等
の
一
区
購
入
し
た

る
土
地
を
再
び
農
民
に
資
却
す
る
額

ω増
加
に
よ
る
所
が
亦
大
で
ゐ
る
o

今
そ
の
割
合
は
次
の
如
〈
で
あ
る
ω

商
人
階
絞
り
仙
人
地
而
山
に

到
す
る
且
却
地
而
位
の
制
合

=
了
九
V
N
)

二
五
・

odp~

四
二
・
口
出
、

五
五
・
の
百

六一一・一一
M
M
F

入
山
・
ニ
出

肉
入
所
有
地
中
毎
年
M
T
均

拙

加

制

一
λ
一
ハ
三
年

l
l六
八
年

↑

λ
大
丸
年
|
|
七
四
年

一
八
七
五
年
1
1
A
O
年

一
λ
八
一
年

lltλ
大
年

一
λ
八
七
年

i
l九
二
年

一
八
九
て
年

l
l九
八
年

四
五
高

ι

三
の
珂
d

一
一
円
高
4

一O
高
d

郎
両
人

ω土
地
貞
却
而
磁
は
年
正
共
に
そ
の
鵬
入
面
積
に
封
し

τ増
加
し
、
従
っ
て
差
引
増
加
而
債
の
歩
合
は

漸
次
減
少
し
て
ゐ
る
。
ニ
の
現
象
は
彼
等
ゆ
土
地
獲
得
り
動
機
が
公
治
仁
存
す
る
か
を
明
か
に

L
て
ゐ
る
。
卸
彼

等
は
決
し
て
農
業
経
営
を
円
的
正

Lτ
土
地
を
購
入
せ
し
色
の
仁
非
?
し
て
、
軍
に
土
地
を
一
の
投
機
的
事
業
の

謝
象
ご
し
て
所
有
す
る
の
み
で
あ
っ
た
o

故
に
之
に
よ
っ
て
利
佳
を
待
た
る
以
上
は
、
直
に
之
を
貞
却
せ
し
事
は

蛍
然
の
事
で
あ
る
o

ー
ガ
ノ
フ
デ
キ

1
致
授
は
彼
等
が
「
貴
族
の
土
地
を
購
入
し
た
る
上
、
本
林
林
を
伐
採
し
農
場

を
閲
い
て
そ
の
上
に
牧
議
多
き
穀
物
を
不
断
仁
権
作
し
て
地
カ
を
澗
渇
せ

L
め
、
次
に
之
を
短
期
の
伯
地
ご
し
て

農
民
に
貸
奥
L
、
奉
げ
句
仁
こ
の
疲
弊
し
た
土
地
を
寅
却
す
る
ご
云
ふ
田
川
練
」
な
る
過
程
が
「
十
年
乃
歪
十
五
年
の

聞
に
行
は
れ
た
事
は
こ
の
数
字
仁
よ
っ
て
確
め
得
る
O

L

Z

一
去
っ
て
ゐ
る
叫

次
に
農
民
の
土
地
所
有
形
態
は
極
め

τ複
雑
で
あ
る
。
元
京
市
前
越
の
如
C
解
放
令
に
よ
っ
て
農
民
に
分
県
せ
ら

104 
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れ
し
土
地
は
、
個
人
的
に
奥
へ
ら
れ

L
も
の
で
も
な
〈
叉
所
有
地
己

L
て
奥
へ
ら
れ
上
一
も
の
で
も
な
〈
、
土
地
は

ミ
w
の
下
に
農
民
の
共
同
使
用
地
ご
な
り
し
も
の
で
あ
る
o

新
の
如
く
ん
ば
農
民
の
明
私
有
地
は
後
生
し
得
古
る
評

で
あ
る
が
、
他
方
に
於

τ土
地
賠
償
法
に
よ
b
農
民
は
地
主
ご
の
協
定
に
よ
h
叉
は
地
主
の
一
方
的
意
思
に
基
い

て
一
定
面
積
の
土
地
を
購
入
し
得
た
o

こ
の
賠
償
金
は
政
府
が
一
時
支
出
し
て
四
十
九
年
賦
に
て
農
民
よ
り
徴
牧

せ
L
事
前
越
の
如
〈
で
ゐ
る
が
、
而
も
こ
の
立
替
金
の
返
納
ド
就
て
は
政
府
は
農
民
所
属
の
ミ
片
に
漣
帯
責
任
を

負
指
せ
し
め
、
従
っ
て
農
民
は
之
を
完
納
す
る
迄
は
ミ

Y
に
よ
り
束
純
せ
ら
れ
て
、
濁
立
の
土
地
所
有
者
た
る
を

待

g
h
L
も
の
で
ゐ
る
o
解
放
令
が
土
地
を
個
人
的
に
分
拠
せ
十
し
て
ミ
戸
仁
謝
し
て
共
同
使
用
維
を
輿
へ
た
目

的
は
主
正

L
て
此
に
存
す
る
o

然
る
に
叉
他
方
に
於

τは
地
主
農
奴
間

ω自
由
意
思
に
基
〈
協
定
に
よ
っ

τ、
分

奥
地
の
最
大
限
而
政

ω四
分
一
に
け
は
賠
償
金
を
要
せ
す

L
て
印
も
無
償
に

τ農
民
が
之
を
受
〈
宅
二
」
を
待
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
方
法
に
よ
っ
て
農
民
は
直
に
倒
立
的
士
山
所
有
者
ど
な
り
得
た
o

之
は
一
見
地
主
じ
不
刺

な
る
が
如
き
も
W
H
際
は
か
、
る
爾
肢
の
土
地
は
到
底
一
家

ω生
討
を
支
ふ
る
に
足
ら
ぎ
る
程
の
も
の
で
あ
っ

1
、

地
主
が
そ
の
所
布
地
の
一
部
を
農
民
に
分
興
せ

a
さ
る
べ
か
ら
古
る
義
務
あ
る
以
上
、
彼
は
脚
川
家
し
於
る
土
地
の
増

舗
を
考
ふ
れ
ば
一
時
の
損
失
を
四
国
ぷ
も
之
を
農
民
に
無
償
分
巾
到
す
る
事
の
反
て
得
策
な
る
場
合
も
ゐ
っ
た
の
で
ゐ

る
o

而
て
又
こ
の
純
一
償
の
名
に
肱
惑
さ
れ
て
之
を
希
望

L
K無
智
な
る
農
民
も
多
く
め
っ
た
む
そ
の
蚊
は
一
八
六

四
年
よ
b
七
七
年
迄
内
聞
に
六
回

O
三
人

O
人
を
数
へ
る
。
新
の
如
〈
に
し
て
解
放
直
後
に
於

τ色
己
仁
川
島
民
の

私
有
地
を
生
世
け
し
も
の
な
る
が
、
そ
の
会
分
奥
地
に
謝
す
る
制
令
は
一
八
・
六

μ
に
L
τ
渡
部
は
ミ
ル
の
共
同
使

用
地
で
あ
っ
た
。
然
る
に
農
民
は
業
後
年
ケ
引
縦
い
て
か
、
る
土
地
賠
償
法
に
よ
ら
宇
し
て
土
地
を
獲
得
し
た
。

誌と

苑

農
奴
鮮
政
徒
に
除
け
る
路
四
躍
。
土
地
問
題

第
二
十
三
位
世

(
節
三
統
一
一
じ
)

同
大
七
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(耕一一一抗

A 

同
六
八

埠
二
十
三
在

位
奴
解
此
後
に
於
け
る
露
両
辺
白
土
地
問
題

苑

7止

そ
の
商
人
に
到
す
る
購
買
の
割
合

帥
之
は
商
人
階
級
正
式
(
に
貴
族
史
民
却
す
る
土
地
の
購
入
に
よ
る
の
で
あ
る

o

は
上
過
の
如
〈
で
あ
る
が
、
後
者
一
り
購
買
量
り
年
々
減
少
す
る
に
反
し
町
一
農
民
の
夫
は
絶
え
宇
増
加
し
た

o

今一農

民

ω購
入
し
た
ゐ
毎
年
平
均
の
土
地
面
積
を
示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

λ 人
七 六
0 0  
，~ "1'-
1~ 'I~ 

プミ九

円五
o () 
00  
d， d 

一λ
λ
0
年
代
・
:
・
・
-
-
:
・
・
・
凹
三
人

O
O
O
d

一λ
九

0
年
代

'
E
-
-
-
-
-
-
-
七一ニ

coccι

農
民
の
土
地
時
入
を
刺
戟
し
穴
原
因

t
L
て
は
解
放
後
仁
於
℃
農
産
物
の
倒
絡
の
騰
貴
せ
し
一
品
、
一
入
八
五
年

弱
令
に
よ
り
賠
償
額
の
罪
せ
よ
し
帯
、
ロ
シ
ア
の
一
般
的
資
本
主
義
化
の
影
響
を
受
け

τ
長
J
J

U
L
1有
御
念
の
旺
盛
正
な
れ
る
ま
守
も
歎
ヘ
得
ら
る
、
所
な
る
が
、
そ
の
最
も
重
な
る
も
の
は
級
に
述
」
る
貯

の
農
民
人
口
の
増
加
に
仲
ふ
ミ

w
の
捌
宛
地
の
扶
乏
で
あ
る
。
依
に
上
川
怖
の
数
字
は
、
土
地
私
有
の
j
j
立一

j
J

一一
一

隣
入
し
た
る
土
地
吉
、
ミ

U
F

の
割
宛
地
を
用
盆
f
る
農
民
が
削
山
地
地
の
不
足
の
震
に
購
入
し
た
る
も
吃
己
を
合
む

-
K
O

つ
ま
司
国
政
さ
臼
工
な
ら
ぬ
。

ー十い引

j
i中
に
は
上
越

ω前
人
の
場
合
Z
同
様
、
一
の
投
機
的
商
品
正
し
て
土
地
を
購
入
せ
L
者
も

ー
か
有
ゼ
mH
者
も
あ
り
、
又
一

存
し
た
o

元
来
農
民
な
る
階
経
に
は
柿
々
の
内
容
を
合
む
も
の
に

一
九

O
五
年
の
調
査
仁
よ
れ
ば
農
民
の
伽
人
的
土
地
所
有
者
中
の
制
令
は

千
d
以
上
を
有
す
vι
農
民
も
あ
っ
た
。

左
の
知
(
で
あ
る
。

ヤ引の
d
以
下
山
所
有
者

% 

(2) (1) 

ニ
0
0
d
此
下
の
所
有
者

ニ
問
・
八
回

105 
105 
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0
0寸
l

1

宜

0
0
4
以
下
白
所
有
者

(5) (4) (δ) 

一
五
・
五
両

k
o
o
d
-
-
一0
0
0
ι
以
下
山
所
布
古

九
-
h
u
h

-
0
0
0孔
以
上

以
下
の
所
有
者

一
七
・
六
M
F

今
ー
の
部
数
に

Mmす
る
者
を
小
所
有
者
、
2
を
中
所
布
者
、
残
部
を
大
所
有
者
ご
す
れ
ば
投
機
的
土
地
購
入
を

行
。
し
者
は
多
〈
大
所
有
者
(
一
部
分
は
中
所
有
者
)
で
あ
る
o

故
に
之
等
の
者
は
前
越
の
尚
人

ω場
合
己
同
じ
〈

一
旦
購
入
し
た
る
土
地
を
年
々
一
品
ぴ
資
却
し
口
。
次
的
表
は
農
民

ω購
入
土
地
仁
謝
す
る
員
却
土
地
の
割
合
を
一
市

す
も
り
で
ゐ
る
o

一
日
八
六
三
年
1
1
6六
λ
年・

E
:
:・

一
八
六
九
年
1
1
七
山
年
・
-
目

J

八
七
五
年

1
1八
の
年
・
:
・

二
一
・

O
M

ニニ・
λ
ガ

三
七
・
丸
出

一
八
八
一
拍
1
1
1
八
六
年

EE--::
四
五
・
一
ニ
出

一
八
八
七
年

l
l九
二
年
E

E

・E

・
-
-
-
E
t
・
聞
が

一
八
九
千
一
年
t
l
l
礼

λ
年
;
:
:
・
-
六
三
・
三
百

然
ら
ば
こ

ω
克
却
地
の
時
入
者
は
何
者
で
ゐ
っ
た
か
o

一
克
来
農
民
の
土
地
肱
入
仁
は
三
の
態
様
が
あ
っ
た
。
側

人
的
鵬
入
、
共
同
的
防
入
(
小
農
が
組
A
引
を
組
織

L
て
時
入
す
る
も
の
)
、
及
凶
慨
的
購
入
(
ミ
戸
が
鵬
入
す
る
も

の
)
印
之
で
あ
る
。
而
て
個
人
的
に
土
地
を
購
入
せ

L
者
は
前
述
の
如
，
¥
多
〈
は
富
農
で
あ
っ
て
、
小
山
且
は
元

よ
h
問
中
畑
叫
に
土
地
を
腕
入
す
る
余
併
な
〈
、
共
同
的
或
は
姻
耀
的
に
臨
入
せ
し
も
の
で
あ
る
。
故
に
州
人
的
土
地

所
有
ピ
共
同
的
及
川
開
館
的
土
地
所
有
己
叫
抑
合
仁
於
て
前
者

ω一
減
少
及
級
者

ω附
加
は
或
程
度
浴
、
自
己
山
生
活

の
活
に
土
地
を
獲
得
ぜ
ん
ご
す
る
所
の
生
産
的
第
働
農
民

ω優
勝
を
一
不
す
も
の
正
見
る
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

日

今
之
を
数
字
に
よ
ム
リ
て
比
較
す
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

五H

出
奴
解
放
後
に
於
げ
る
館
山
田
白
土
地
問
題

第
二
十
三
谷

(
第
三
娘
一
一
九
)

百t

四
六
九

Oganowskii， Ocherki po istorii zemelinwikh otnoshenii f Rossii， (時宜). 
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富吉

事包

陸
奴
師
故
後
に
於
け
る
儲
岡
県
白
土
地
問
題

第
二
十
三
岱

(
第
三
挽
一
二

O
)

凹
ヒ

O

制
人
的
土
地
所
有

共
同
的
及
闇
値
的

土

地

所

有
一
一
・
七
再

四
六
・
=
一
掃

一

八

七

七

年

一
九

O
五

年

λ
八
・
=
一
声

五
=
了
七
出

真
に
同
者
の
毎
年
平
均
土
地
時
入
割
合
は
次
の
如
〈
で
あ
る
。

共

川

的

及

刷

倒

的

陥

入

同一-一日比百円

同
A
A

・五
vm戸

市平一・一
d
v
h
F

去
・
一
回

個

人

的

腕

入

個

人

的

拙

入

共

同

的

及

醐

値

的

帥

入

茜
・
同
阿

古
・
五
百

包

M
A
d
m

一
入
六
三
年

1lt六
七
年

一
八
六
八
年

l
l七
二
年

一
入
七
三
年

l
l七
七
年

一
凡
七

λ
年
。
l
l凡
二
年

一
八
八
三
年
1

|
八
七
年

-tilt--F 

F

ノ
ノ
ノ

t

s

j

二
3

一
λ
力
三
年
1
1
1
九
七
年

豆
ん
・
刈
阿

君
・
五
戸

同
A
・九再

開

A
・北区

一豆
-
U
N

-豆・正出

コ
五
・
開
拓

新

ω如
〈
に
し
て
一
九

O
五
年
の
調
査
に
明
て
農
民
の
純
粋
な
る
眺
入
土
地
(
卸
土
地
賠
償
法
に
基
〈
分
拠
地

の
買
牧
を
控
除
し
て
)
は
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

例
入
的
鵬
入
地
:
:
一
一
ニ
一
二
凹

O
二
五
d

共

同

的

鵬

入

岨

・

:

:

七

六

五

凹

O
O六
d

捌
他
的
跡
入
地
・
・
・

E

・E

・
-
:
・
・
コ
一
七
二
九
三
五
-
一
d

計
・
・
E

・E

・
-
目
・
-
.
，
.
-
-
二
四
五
力
七
三
八
一
一
7
d

之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
券
働
農
民
(
自
作
農
)
及
宇
労
働
農
民
的
土
地
所
布
が
漸
次
勢
力
を
得
来
与
、

に
於
て
は
農
民
私
有
土
地

ω字
数
を
占
む
る
に
至
り
し
事
が
認
め
得
ら
れ
る
。
ヌ
倒
人
的
所
有
地
に
於
て
も
そ
の

一
入
賞
。
平
均
が
一
入
入
七
年

ω四
五
d
よ
hJ
一
九

O
五
年
の
二
六
d
仁
低
下
せ

L
都
宮
は
仰
人
的
所
有
地
内
に

一
九

O
五
年

(前山). 
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於
け
る
土
地
所
有
の
懸
隔
の
減
少
せ
る
事
を
示
す
も
の
ご
考
へ
得
ら
れ
る
。

以
上
越
ぷ
る
如
〈
に
し
て
解
放
後
ロ
ジ
ア
に
於
け
る
私
有
地
は
漸
次
、
民
族
よ
り
商
人
ヘ
、
商
人
よ
h
，
農
民

へ
、
叉
農
民
中
に
て
は
京
農
よ
h
小
農
(
自
作
H
A
竿
自
作
農
)
へ
ぜ
順
弐
に
移
動
す
る
傾
向
を
認
む
る
を
得
る
ご
共

仁
、
叉
他
師
花
有
地
が
漸
弐
に
多
数
人
に
分
制
2
れ
て
、
一
人
常
ち
の
面
積
が
紡
少
せ
る
事
を
も
知
る
こ
ご
が
出

来
る
o
卸
「
私
有
地
の
民
衆
化
及
細
分
化
」
な
る
現
象
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
o
併
し
乍
ら
之
は
た
い
Y

解
放
後
宇
世

紀
聞
に
於
工
現
は
れ
た
一
傾
向
仁
過
ぎ
ざ
る
も
仰
で
ゐ
つ

τ、
か
、
る
傾
向
の
存
す
る
の
故
を
以

τ土
地
分
布
朕

態
ゆ
他
会
な
る
請
を
狙
像
す
る
は
大
な
る
挟
で
あ
る
。
否
か
、
る
傾
向

ω存
す
る
に
も
拘
ら
守
備
一
九

O
五
年
に

於
げ
る
土
地
の
所
有
朕
践
は
、
農
民
私
有
地
一
入
賞
ち
二
六
・
九

ι
に
謝

L
て
、
賞
族
四
九
五
・
入
d
、
陶
人
五
六

一
子
七
d
正
云
ム
驚
〈
べ
き
差
異
を
存
し
た
の
で
め
る
。
今
金
私
有
地
に
就
て
土
地
蹄
尉

ω獄
態
を
弐
に
偶
げ
て

如
何
に
土
地
粂
併
の
甚
し
か
り

L
ゃ
を
示
さ
ぅ
。

所

有

笹

駐

百

分

人

官~

面

tl:t 

り

同
ロ
ム
阻
ん
白
同

一己一九一一品

目
同
ん
じ
也

式一一
A
A

t
B
-，二

一
三
吾
一

、九九

世
主
一
冗
A
-

王
国
・
同
封

一石

λ
同

五
・
血
が

A
・
一
%

ー

I
U
/
O

-
e
d
o
/
 

7
古
河

口
二
回

0-
O 口市-
000  0 五一 一

合 0 0 0 0けの O 
ιd. d. d. d. d. d. 
t! I I I I I以

上 上 下

ζ) -- I 
0 0五一
o () 0 0 五
00000  
d. d. d. d. d 

一口己

-
D
M

言十

:i1l; 

苑

良
担
解
放
後
に
J

け
る
路
間
出
凶
土
地
問
題

坪
一
一
十
三
巻 陥

土
地
面
積
(
認
)

一向一一五・ニ

同

A
九
一
・
口

一一号一角・均

一
回
口
晶
子
式

九八一点。一一

五
一
盟
主
円
・
古

一一口也九
A
・五

A

託
金
守
口

了
九
回

五

L
同

一品

λ
区

一
千
四
声

-rヲ月
=
日
・
ハ
同

一
一
回
・
一
嘉

一
口
口
・
口
匹

百

タ;r

(
部
一
ニ
就

凹
寸ヒ

土tユ
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) 

(
第
三
腕

第
二
十
三
谷

J~lJ 

七

而
も
こ
の
調
査
に
は
所
有
筆
数
の
み

品t

手包

出
奴
僻
放
後
に
於
け
る
路
阿
国
の
土
地
問
題

帥
約
三
分
二
の
土
地
は
千
デ
V

ア
チ
ン
以
上
の
大
所
有
に
属
し
て
ゐ
る
。

を
示
し
て
所
有
者
数
を
示
し
て
ぬ
な
い
が
、

jl! 

人
が
数
隼
の
土
地
を
所
有
す
る
こ
己
は
(
就
中
投
族
に
於
て

u
u
v

ア
に
於
付
る
土
地
所
有
の
形
態
正
し
て
今
一
の
重
要
な
る
も
の
が
あ
る
o

飢
え
w
y

の
下
に
共
同
耕
作
制
度

の
行
は
る
、
共
同
地
之
で
ゐ
る
o

之
れ
農
奴
解
放

ω
際
分
興
せ
ら
れ
し
土
地
に
し
て
ロ
シ

γ
農
民
の
絡
調
多
数
が

之
に
よ
り
農
耕
を
帥
留
め
る
も
の
で
あ
る
。
併
L
乍
ら
形
式
上
よ
り
一
五
へ
ば
解
放
直
後
仁
於
て
之
を
重
要
な
る
土
地

所
有

ω
一
形
態
正
考
ム
る
は
誌
で
あ
る
o

何
-
と
な
れ
ば
前
越
の
如
〈
共
同
地
な
る
も
の
は
解
放
に
際

L
t
ミ
W

に

封
し
て
そ
の
永
久
使
用
維
を
別
へ
ら
れ
し
土
地
で
ゐ
b
、
従
っ
て
ミ
U
F

は
仰
依
然
己
し
て
そ
の
悠
ま
に
樹
上
て
用

盆
料
を
納
付
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
叉
土
地
賠
償
法
に
よ
り
農
民
は
か
、
る
土
地
を
購
入
し
得
る
も
、
而

も
賠
償
金
の
完
納
迄
は
ミ
F

の
統
制
の
下
に
〉
ゐ
り
て
綱
立
の
所
有
者
た
り
得

g
h
し
者
で
あ
る
o

然
る
に
一
冗
叫
宝

農
奴
仁
劃
L
t
は
一
入
人
一
年
一
月
二
人
口
よ
b
、
一
冗
閥
有
地
農
奴
に
謝
L
て
は
一
人
入
六
年
六
月
三
一
日
よ

b
、
何
れ
も
土
地
的
賠
償
が
強
制
的
乙
な

h
、
前
者
は
四
十
九
年
賦
、
後
滑
は
四
十
四
年
賦
に

τ賠
償
金
を
政
府

仁
納
入
す
イ
き
事
正
な
っ
た
o
(
邑
(
元
御
料
地
農
奴

ωみ
は
解
放
さ
共
に
賠
償
が
強
制
的
E
な
っ
た
。
)
而
て
之

に
よ
b
ミ
ル
は
従
来

ω官
主
ピ
全
然
A
縁
す
る
市
中
正
な

b
、
た
h
y

政
府
に
劉
L
て
賠
償
金
納
付
の
義
務
を
負
ふ
の

み
正
な
つ
花
。
卸
も
一
入
入
一
年
1

1
入
六
年
迄
は
ミ
U
F
J
μ

蓄
地
主
或
は
岡
家
の
小
作
人
で
あ
り
、

稀
で
は
な
い
か
ら
、

上
地

ω集
中
は
山
川
し
と
よ
h
も
甚
し
い
も
の
が
あ
っ
た
ご
一
式
は
ね
ば
な
ら
ぬ
o

四

共
同
地
の
融
持
法

ミ
V

の
農
民

188)年E月IFIより1電車邸、
1887年 IJl I1l .tり1tl施、
1863lp月2611の目‘fltによる。
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ミ
U
F

の
農
民
は

は
ミ
ル
内
に
於
る
永
小
作
人
な
hz
し
が
、
こ
の
時
以
後
三
加
は
分
奥
地
の
所
有
者
と
な
ち
、

替
毎
に
移
動
す
る
)
割
地
の
所
布
者
ご
な
っ
た
の
で
あ
一
る
九
九
斯
〈
て
資
質
上
の
相
違
は
な
い
ご
し
て
も
形
式
上
ミ

y
は
一
人
人
三
年
乃
至
入
七
年
以
後
重
要
な
る
土
地
所
有
者

ω
一
形
態
ピ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
註
)
そ
の
後
一
九

O
V九
年
一
一

H
内
助
令
に
よ
り
、
賠
償
金
山
延
滞
に
附
す
る
ミ
ル
白
漣
州
市
武
刊
は
見
ぜ
ら
れ
、
従
っ
て
ミ
ル
由
良
民
は
事
怖
心
白

山
を
符
・

1
同
年
十
一
日

ω
料
世
に
よ
り
、
賠
償
未
納
企
の
納
付
は
兎
ぜ
ら
れ
た
。

ミ
Y

は
土
地
に
拍
却
す
ゐ
-hT
等
縦
、
品
片
鳴

ω
漣
帯
責
任
、
土
地
の
削
替
等
を
そ
の
本
質
正
な
す
も
の
で
ゐ
っ
て
、

解
欣
後
，
乙
雌
も
大
な
る
磁
化
を
認
め
な
い
の
で
ゐ
る
が
、
そ
の
組
織
、
経
営
等
に
就
て
は
白
づ
か
ら
本
稿
の
問
題

外
で
ゐ
る
。

共
同
地
は
解
放
後
公
街
地
の
移
民
へ
の
分
典
其
他
の
理
山
で
多
少
の
増
加
を
見
た
が
、
そ
の
縫
化
は
重
要
で
は

な
い
o

本
稿
に
於

τ問
題
乙
す
ぺ
き
は
共
同
地
内
に
於
る
土
地
の
快
乏
及
集
中
の
二
現
象
で
あ
る
。

共
同
地
に
於
℃
は
解
放
後
年
々
の
人
口
増
加
の
錫
に
之
に
比
例
し

τた
h
y

苫
へ
狭
小
な
る
捌
宛
地
の
而
積
以
盆

々
紡
少
し
て
大
多
数
の
農
民
は
自
己
の
訓
宛
地
よ
b
の
生
活
物
を
以
℃
は
そ
の
生
計
を
も
維
持
し
得
ざ
る
の
朕
勝

己
な
っ
た
o

郎
一
人
七
七
年
に
於
て
八
四
二
入
三
七
人
戸
な
h
し
農
家
数
は
一
九

O
五
年
K
於
て
は
一
一
九
二
四

ニ
コ
三
戸
に
増
加

L
J従
っ
て
一
戸
滋
h
の
制
宛
地
は
二
ニ

d
よ
り
一

O
d
に
低
下
し
た
o
h
r
〈
て
一
九

O
四
年

出
版
の
一
書
に
よ
れ
仇
農
民
の
中
自
己
の
生
産
物

ω幾
分
を
寅
却
し
得
る
者
は
僅
に
入
・
九
%
に
止
り
七

0
・
七
%

は
自
己

ω制
宛
地
よ
り
は
そ
の
生
計
を
支
ふ
る
丈
の
農
産
物
を
も
生
産
す
る
お
も
得
な
か
っ
た
ピ
和
せ
ら
れ
る
。
左

に
掲
げ
る
一
入
賞
、
リ
の
制
宛
而
時
国
的
援
化
は
如
何
に
そ
の
税
由
民
の
甚
し
か
h
し
を
最
も
明
に
示
す
も
の
で
あ
ち

説

苑

位
以
師
放
後
に
於
け
る
諮
問
班

ω
土
地
問
題

部
二
十
三
在

( 

"ä~ 

枕

四
ヒ
三

告4

Wicth"-Knudsen. a. a. O. S. 36 
Wieth-.Knudsen. a. a口 s.42 

Geo(irey Drage， Russian Affairs. 1904. P・96.
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凹

(
和
三
枕

停
ニ
イ
三
谷

山
七
山

吾作

'" 

事III

出
品
制
削
放
訟
に
於
げ
る
蕗
凹
誕
の
土
地
問
題

う
C 7} 

一会口年
五・一一
d

同
・
己

d

缶
・
2

一d
A

・一
d

品
川
・

J
4
d

干
口
d

-"-'- .. ~内，'" 1:.!;ニ，，-

ittZ不正主 f:
一
九
ロ
ロ
レ
ヰ

ニ
・
同

d

一7
山

d

M
・七止

同

-
A
d

a

司、
M

U

J

F

d

 

一一・一
4d

完口口年
7
臼

d

7Nι 

一一・口
d

z
・J
d

-
古
川

d

z
・五
ι

= ~斗ニユュ穴
口

E215:3:正ま年

ん"、同三品ニ~.~
-ー( 一札 t 一

日正d.èi~ 江副 '1三

『
小
ロ
シ
ア
地
主

県

-

州

市

地

方

土
}
中
央
臨
染
地
方

地
}
中
グ
北
ル
カ
地
占

抑

』

相

ロ

シ

ヲ

地

方

-
似
V
4
4
ル
カ
地
'
M

，
(
市
排
出
地
方
)

之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
土
地
肥
沃
に

lτ
人
口
澗
滋
な
る
熱
土
地
帯
に
於
て
殊
に
制
宛
地
の
小
な
る
を
知
h
得
ら

れ
る
。か

、
る
土
地
紋
乏

ω針
策
正
し
て
政
府
は
主
正
し
て
V

4

9

ア
芙
他
へ
の
圏
内
移
民
を
奨
励
し
、
農
民
は
立
族

其
他
の
私
有
地
を
脱
入
し
た
。
併
し
乍
ら
移
民

ω数
は
遂
に
人
日
の
増
加
に
及
ば
す
、
叉
土
地
の
帥
入
も
壬
の
量

に
於
て
到
底
土
地
の
紋
之
を
補
ふ
に
足
ら

y
h
し
の
み
な
ら
十
、
土
地
の
個
人
的
購
入
者
は
大
抵
共
同
地
内
の
富

裕
者
に
限
ら
れ
、
中
小
鳥
は
土
地
の
快
之
に
苦
し
み
乍
ら
も
之
を
腕
入
す
る
依
力
は
元
よ
ち
之
れ
鉱
炉
h'
し
も
の

で
わ
る
。

以
上
の
如
き
総
惜
的

ω土
地
快
之
の
外
に
共
同
地
品
民
の
聞
に
於
て
土
地
の
集
中
、
貧
富
の
懸
陥
を
生
じ
h
h
o

共
同
地
内
に
後
生
し
た
経
隣
的
階
級
は
之
を
次
の
三
柿
に
大
別
す
る
こ
ご
を
得
る
。

叫
，
、
定
農
一
戸
に
就
き
一
五
d
以
上
の
土
地
正
二
頭
以
上
の
駄
馬
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
彼
等
は
自
己
の
経

笹
仁
よ

h
t
一
家
の
生
計
を
光
分
に
維
持
す
る
の
み
な
ら
守
、
術
賃
銀
融
労
働
者
を
雇
傭
し

τ農
業
経
笹
を
行
ふ
も

¥tVicth-Knudsen， a. a. O. S. 40の去による。

Wieth_Knudsen， 1，ζ叩 itel2 島2;及 Simkhowitsch，Kapitel 36 

Simkhowitsch. a. a. Q. 55. 321一一一
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の
で
ゐ
る
。
彼
等
は
俗
に
「
グ
ラ

1
キ」

(
E
F
Z〕

t
呼
ば
れ
そ
の
数
は
極
め
て
少
数
で
ゐ
っ
た
が
、
前
述
の
個
人

的
土
地
購
入
を
な
す
者
は
殆
ど
費
一
』
の
階
絞
で
ゐ
っ
た
。

作

、

貧

農

五

ι以
上
一
五
4
以
下
の
土
地
を
有
す
る
階
放
に

L
て
大
多
数
の
農
民
は
之
に
崩
し
、
彼
等
は
自

己

ω土
地
が
生
計
を
維
持
す
る
に
足
ら
。
さ
る
か
、
或
は
自
己
の
土
地
を
用
益

L
て
向
勢
働
カ
に
伶
剰
を
生
す
る
に

よ
ら
副
業
正
し
て
多
〈
他
人
の
土
地
を
小
作
す
る
か
、
或
は
自
己
が
勲
ι
w
h
一
和
を
替
む
か
、
叉
は
農
業
叫
労
働
者
古

し
て
賃
銀
を
得
る
者
で
あ
る
。

'
い
、
無
産
階
級
山
部
苗
を
所
布
せ
十
、
五
d
以
下
の
土
地
を
用
盆
す
る
か
叉
は
全
然
土
地
を
も
所
有
せ
+
さ
る
も

の
に
し
て
、
賃
制
雌
勢
働
に
よ
り
て
生
計
を
維
持
す
る
者
で
ゐ
る
o

而
て
以
上
の
如
き
農
民
の
歎
は
イ
リ
イ
ン
(
レ

1
ニ

Y
)
の
著
酌
に
よ
れ
ば
、
一
入
九
七
年
に
於
て
、
家
族
員
を

合
め
て
富
農
階
級
は
一
九
四

O
高
人
、
家
族
を
養
ふ
に
足
る
丈
の
土
地
を
有
す
る
階
級
二
九
一

O
高
入
、
立
(
他
山

土
地
銀
…
産
者
階
印
紙
四
人
五
(
U
高
人
で
あ

t
叉
フ
イ
ジ
・
ヱ
ノ
タ
ヱ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
酌
第
一
の
階
級
は
一
六

O

O
高
人
、
第
二
は
ニ
四

O
O高
人
・
第
三
は
五
三

O
O高
人
で
ゐ
る
E
云
ふ
。

共
同
地
に
於

τは
農
民
の
土
地
仁
謝
す
る
権
利
は
苧
等
な
る
を
本
則
ご
す
る
に
も
拘
ら
宇
、
向
か
、
る
階
級
的

品
川
化
を
生
悲
し
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
か
o

思
ふ
に
こ
れ
に
は
一
二
つ
の
重
な
る
原
因
が
あ
る
o

共
一
は
解
放
の

際
に
於
て
後
生
せ
る
不
平
等
で
ゐ
品
。
邸
前
述
り
如
〈
地
主
山
崎
奴
、
問
問
有
川
山
崎
・
奴
、
御
料
地
農
奴
の
柿
別
に
従
っ

て
そ
の
分
拠
地
内
而
杭
り
大
小
及
相
枕
負
抑
的
利
皮
に
差
等
ゐ
h
し
の
み
な
ら
中
、
無
償
に
て
分
拠
地

ω阿
分
の

一
を
受
〈
る
に
満
足
せ
l
農
民
も
多
〈
あ
り
、
又
家
内
'
奴
〕
引
は
僻
放
仁
際
し
て
み
五
然
土
地
を
分
興
せ
ら
れ
な
か
っ

苑

<Q 

出
奴
叫
肝
放
桂
に
於
け
る
諮
問
誠
心
土
地
問
魁

第
二
十
二
一
容

「品-一一抑

五
) 

四
七
五

Kulakは「字」と云λ、意味をやーする路語!こして輔ビて[扱買者J，[貝占者j等白
!を千Jす。
J1iin: lミ.azwi.tie.kap~'~lizl!1a ~ Rossii， (Kulcziski， Geschichte der Russi・
~!len .Rcvol，lItiot，:l.: ]~l. IIr， S. 349に引fIIす}
Fin n Jcnotaicwski， SO\Vl-cmeJll~o'é hoz.l~';'i坑 \'0 f Rossii (磁文)， p. 504-505・
(向上)
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(
第
三
蹴
一
一
二
ハ

出t

斑

農
奴
僻
故
後
に
於

η
る
儲
阿
到
の
土
地
問
題

第
二
イ
一
ニ
怨

[!L] 

た
O

A
真
に
又
農
民
が
年
々
納
付
d

ぺ
き
租
税
及
制
宛
地
の
賠
償
金

ω
納
入
は
ミ
戸
に
岨
到
し
て
漣
帯
責
任
を
負
は
L

め
し
放
に
、
ミ
ル
は
白
村
の
農
民
中
貧
困
に

Lτ
到
底
租
税

t
賠
償
金
を
納
付
し
得
る
見
込
な
き
者
に
釣
し
て
は

土
地
を
制
宛
て
宇
し
て
之
を
他
の
農
民
に
則
へ
る
も

ωが
あ
っ
た
υ

斯
る
事
賞
は
中
部
及
東
部
地
方
じ
麗
E
行
は

れ
し
所
で
あ
っ
て
、
ナ
マ
ラ
州
に
於

τは
全
農
民
の
一
四
%
は
斯
の
如
き
制
宛
地
な
き
農
民
な
り
し
古
一
五
ム
。
此

等
の
者
が
漸
次
土
地
無
産
階
級
を
構
成
す
る
主
要
素
正
な

h
L過
は
明
で
あ
る
。
第
二
は
家
族
ロ
民
放
の
多
少
で
あ

る
c

ミ
Y
内
に
於
る
土
地
制
訟
は
、
解
放
後
多
〈
男
子
の
数
を
単
位
ご
し
て
行
は
れ
し
の
み
な
ら
昔
、
次
第
に
叉

家
族
内
の
消
費
者
数
仁
よ
っ
て
行
は
る
、
事
も
多
〈
な
っ
た
o

期

τ多
く
の
・
家
族
町
民
を
有
す
る
家
は
多
く
の
割
宛

地
を
受
り
る
一
4
E
な
っ

k
の
で
あ
る
が
、
而
も
制
円
拠
地
の
而
桜
は
一
般
に
小
に

L
て
彼
等
の
労
働
力
は
品
川
剰
を
生

す
る
の
が
慌
で
ゐ
ラ
一
党
か
ら
、
そ
の
依
剰
労
働
カ
を
以

τ私
有
地
の
小
作
を
行
ひ
或
は
副
業
を
笹
む
等
じ
よ
ふ
り
漸

次
留
を
蓄
積
す
る
に
至
与
し
も
の
で
あ
る
。
第
一
二
は
経
済
生
活
の
麗
勘
で
あ
る
。
解
放
以
後
ロ

V

ア
は
一
般
に
漸

〈
資
本
主
義
的
経
消
防
代
に
入
り
、
之
己
北
(
仁
農
村
に
於

τも
自
然
縦
憐
よ
り
武
術
経
雌
仰
に
推
移
し
た
が
、
こ
の

経
済
生
活
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
之
ド
順
臆
す
る
を
得
yc
る
農
民
は
多
く
無
脹
階
級
に
睡
も
‘
又
ニ

ω潮
流
に
巧
に

乗
じ
た
者
は
漸
次
官
を
部
杭
L
た
。
以
上
の
如
き
原
闘
に
よ
り
大
間
貧
誌
の
懸
隔
を
生
じ
た
も
の
ご
思
は
れ
る

が
、
一
旦
多
少

ω資
本
を
北
開
放
せ

L
者
は
之
を
利
用

L
て
漸
次
大
規
模
の
集
約
的
農
業
を
鋒
み
、
進
歩
せ
る
由
民
共

を
使
用
し
、
叉
私
有
地
を
購
入

t
、
戒
は
貧
者
仁
劉
L
王E
向
利
を
以
て
金
を
貸
付
た
り
し
て
盆
i
多
〈
の
富
を
蓄

積
せ
し
も
の
で
あ
る
。
而

τ
ロ
ジ
ア
の
如
昔
農
民
同
幽
仁
於

τ嘗
時
巳
に
か
、
る
多
数
の
農
民
無
産
階
級
を
包
容
せ

し
事
は
郷
て
一
九

O
五
年
の
農
民
一
挨
勃
畿
の
素
地
を
作
れ
る
も
の
で
あ
bJ
、
ヌ
延
い
て
は
品
悼
の
大
革
命
の
危
機

Gcoffl-cy D日 ge.前掲主.p-94 1δ) 



を
胎
め
る
も
の
ぜ
一
五
ふ
こ

εを
得
る
で
あ
ら
う
。

今
以
上
の
事
貨
に
掛
ず
る
補
遺
ご
し
て
友
に
一
九

O
五
年
に
於
る
一
戸
賞
h
jミ
Y

の
制
狗
地
(
一
部
酬
)
坤
の
数
字

を
示
す
-
』
ご
に
す
る
。

計 ( ) Ji ニ一 日

o () Ji () Jr:三二一-'，o;{" 

d. d. d. d. d. d. d. d. d. V 
HIIIIIII"~"I' 
仁 II I I I I 下向

5正二一 型
() () Jl口百=三百

d. d. d. d. d. d. d. ~it 

ミ

ル

白

劃
百一ー缶

2

附
一

A
A

一円九口九
一=九回一一

屯百九一九一二
伺八九五九

五一一一一一九一口望
z

口一
一u口同両日

E
T
F
b
 

t
'
I
Jノ

J

子一一区

子
川
音
声

同・
q
u
h

--τ
丸
出

4
L
b
/
O
 

E

J

C

/

 

-
A・
じ
が
月

己・口出
口・

2河
口・一一括

一口口・口出

こ
れ
以
外
に
約
二
二

O
出
戸
内
農
家
(
全
戸
数

ω約

般

一一u
コ五
A
4

Z

哩
三
官

山口主内口

一点ベ九二一一九

五(石口山一一-

Z

川凡一一五同一〕

回コ一口口八
八己一=コ

A
i四
一
一

二
A

室内旦三

戸

北

U
分
比

了
九
百

ニ・九対
五・一戸川

一同・口出

回
子
五
d
h

-
4
U
一

A
r
e

---J

三
タ

千
五
回

口
-
U
〕声

。
三
百

一口口・口出

触
而
縞
(
刊
叩
)

一」目一・一
正同同・品

一五器問・
4叫

ヨパ八」同・凡

で一七川口
J
辺

五一一五一
ι

・・一

三一三一一九子五

吾
否
7
同

主
主
百
四
・
ユ

一一九月八
A
K
・品

五
U

刊
)
は
土
地
の
制
施
を
受
け
な
か
っ
た
。

勿
論
少
数
の
地
士
十

r合
U
け
れ
ど
も
大
多
数
は
農
業
勢
働
者
及
小
作
人
で
ゐ
っ
た
。

以
上
が
解
放
以
後
農
業
改
革
に
至
る
聞
の
土
地
所
有
朕
態
切
枇
要
で
あ
る
が
、

一
九

O
五
年
に
於
る
土
地
腕
凶
の
朕
態
は
次
の
如
〈
で
あ
る
U

闘

イf

地島
以
解
放
伎
に
於
け
る
鉱
閉
叫
由
土
地
同
組

設

苑

一コ一
λ
C
λ

六
・
ニ
千
d

H
7
1
6
 

p
l
ブ
e〆

部
ニ
イ
三
を

北

百

分

比
口・一回

口
占
M
F

7
4
百

五
・
均
百

三一
-F
声

回一

4-七V
P

二
二
一
再

開・庄が

=
7
0
同

一口口・口出

そ
り
ゃ
一

J
a

t
r
l
l
 

こ
の
阿
十
年
間
の
移
動
の
結
川
市

(
悌
三
銃
二
一
七

閉

じ

B1ank. ::1.. a. O. S. 30 
I3lank， a. a. O. S. 26 
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(
第
三
拙
一
三
八

川
明
じ
ヘ

L

，
 

詰t

手E

位
以
師
此
徒
に
品
目
げ
る
h
d
岡
田
町
土
地
問
題

弟一一

I
一ニ谷

七
λ
凹
ヲ

7
0
千
孔

λ
七
六

0
・
三
千
&

一
三
八
七
六
七
・
六
千

ι

一
O
一
七
五
五
・
五
千

ι

三
丸
五
一
九
一
一
・
六
千
4

術
右
の
中
私
有
地
内
の
分
布
は
戎
の
如

L
o

一7
0
M

ニ
・
ニ
恒

三
五
二
百

二
五
・
λ
同

一0
0
・0
再

御

料

地

共
他
旧
公
有
地

農

民

共

同

地

私

有

地

副
(
臨
ん
断
士
而
杭
)

JJ; lT"位向i!，t

族
・
・
:
・
-
-
五
三
凹
一
一
二
千
d

人
・

:E・
E-
一
六
八
八
八
二
千
d

民
-
-
-
-
-
-
-
:
ニ
四
五
九
七
・
三
千
d

民
・
-
-
-
・
:
・
一
ユ
六
山
2
7
五
千

ι

他
:
:
-
・
:
・
三
四
五
九
・

O
千

ι

ア
ン
ド
ラ
に
視
は
れ
い

τ殆
ど
無
人

以
上
の
中
岡
一
付
地
は
主
正
し

τ欧
露
の
北
部
及
東
北
地
方
に
あ
旬
、
ホ
林
、

不
毛
の
地
で
あ
る
o

こ
の
師
慌
が
会
問
有
地
の
約
九
割
を
占
め
る
o

叉
な
有
地
は
殊
に
j

仲

l
海
沿
岸
地
方
、
新

u
v
ア
地
方
、
四
耐
地
方
に
多
〈
、
農
民
共
同
地
は
各
地
に
存
在
す
る
が
、
殊
に
多
h
r
h
L
は
毛
ス
コ

l
工
業
地

方
U
A
中
央
農
業
地
方
で
あ
っ
た
。

E 

土
地
使
用
肱
態

農
業
改
革
以
前
に
於
る
土
地
所
有
の
概
略
は
以
上
の
如
〈
で
ゐ
る
が
、
次
に
之
を
使
用
形
式
の
上
よ
h
，
見
れ
ば

先
づ
前
述
の
共
同
地
は
凡
て
ミ
W

仁
よ
っ
て
そ
の
構
成
員
た
る
農
民
に
卒
等
又
は
均
等
仁
割
宛
て
ら
れ
、
彼
等
は

Oganowsldiによワで計算す



殆
ド
と
皆
そ
の
制
宛
地
を
自
己
及
び
そ
の
家
族
に
て
経
倍
す
る
自
作
農
で
あ
っ
た
o

但
強
制
服
償
法
畿
布
以
前
仁
於

て
は
彼
等
は
法
律
上
醤
地
主
の
永
小
作
人
た
h
し
事
は
前
越
の
如
〈
で
ゐ
る
o

然
る
仁
彼
等
の
削
宛
地
は
一
一
般
に

極
め

τ狭
小
で
ゐ
り
、
叉
人
口
増
加
古
共
ド
盆
』
不
足
を
告
「
る
に
至
っ
て
、
そ
の
過
字
数
は
彼
等
山
り
生
活
を
維

持
す
る
に
も
足
ら
F
る
朕
鴎
な
り
し
を
以
て
、
彼
等
は
自
己
心
余
剰
の
第
働
力
を
以
て
他
の
仰
人
私
布
地
、
図
有

4

地
及
公
有
地
等
を
副
業
的
に
小
作
す
る
者
が
増
加
L
、
之
に
劃
し

τ叉
地
主
階
級
も
解
放
の
結
旧
民
農
業
労
働
力
の

欠
乏
に
苦
[
み
自
己
の
土
地
を
大
部
分
農
民
凶
小
作
に
委
泊
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
小
作
料
は
金
納
及
物
納
共
に
行

は
れ

L
所
で
あ
る
が
、
前
者
は
主
正
し
て
小
銭
及
新
川
跡
地
方
に
行
は
れ
、
叉
後
者
は
牧
穫

ω
一
部
を
納
入
す
る
も

の
正
労
働
を
提
供
す
る
も
の
ご
の
二
形
漬
を
合
り
も
の
で
あ
る
が
、
此
等
は
共
に
農
民
に
も
地
主
に
も
喜
ば
れ
十

L
て
糊
央
金
制
に
代
る
傾
向
を
生
じ
た
o

小
作
己
相
並
ん
で
叉
地
主
が
農
業
努
働
者
-
ぜ
雇
傭
し
て
自
己
の
土
地
を

耕
作
せ

L
め
る
事
も
行
は
れ
い
た
事
は
勿
論
な
る
が
、
而
も
彼
等
は
殆
ど
情
不
在
地
主
た

h
L
者
な
る
が
放
に
、
多

〈
の
場
合
に
於
て
は
農
業
労
働
者
を
し
て
自
身

ω鹿
比
一
家
者
等
を
使
用
し

τ任
意
の
耕
作
を
行
は
し
め
、
地
主
は

之
に
謝
す
る
抑
酬
£

L
て
或
M
M

一
定

ω貨
幣
又
は
牧
槌
の
一
部
を
支
給
し
或
は
土
地
の
一
部
分
の
私
用
を
許
す
等

の
方
法
を
採
っ
た
の
で
ゐ
品
。
斯
〈
し
て
こ
の
農
民

ω備
地
は
土
地
使
則
上
最
h
重
要
な
る
一
方
面
で
あ
る
が
、

之
に
闘
す
る
全
般
的

ω
交
糾
に
快
け
て
ゐ
る
事
は
遺
似
ご
す
る
所
で
ぬ
る
。
今
一
一
一
一
一

ω
数
字
に
基
レ
て
そ
の
大
要

を
通
ぶ
れ
ば
次
内
如
〈
で
あ
る
。

V. 一
入
八
わ
年

ω
終
迄
に
農
民
山
耕
地
及
牧
平
地
の
借
地
は
弐
の
如
、
き
面
積
に
逮

L
た。

有

地

借

地

一
入
穴

O
高
d

。

苑

Jlt 

由
民
以
併
放
伎
に
川
即
け
る
協
同
皿
白
土
地
問
題

第
ニ
十
一
一
一
審

(
第
三
腕
一
二
九
)
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正弘

設

(
都
三
抗
一
三

C
)

農
政
僻
政
訟
に
於
け
る
錨
阿
部
白
土
地
問
題

知
二
十
一
}
一
を

四
入

O

闘
布
地

A
蜘

料

地

由

借

地

与
品
下
政
宵
地
、
附
院
地
、
J
川

J
f由

，
f
/都
市

所

有

地

等

」

t
引刻一

合

計

五
ニ

C
高
4

一
八

O
高
d

二
五
六

O
高
d

術
此
外
に
農
民

ω森
林
M
A
牧
場
の
借
地
は
約
一
千
高
d
に
逗
L
之
を
合
す
れ
ば
三
五
六

O
高
d
で
あ
っ
て
、
土

地
使
川

ω紡
よ
り
見

μ
ば
兎
も
品
川
農
民
は
共
同
地

ω外
に
其

ω約
二
例
に
嘗
る
土
地
を
占
布
せ
し
も
の
で
あ
る
o

-
』
山
り
山
肌
践
は
土
地
而
前
り
上
に
於

τは
共
後
梅
的
て
慌
少
な
る
縫
化
ι
T
H
品た

ω
み
で
殆
ど
拙
由
化
な
〈
し
て
農
業
改

革

ω叫
に
H
A
び
し
が
放
に
、
土
地
使
用
的
上
よ
ち
見
れ
ば
こ
の
時
期
の
絡
に
於
て
は
左
の
如
き
土
地
が
自
作
M
A
小

作
に
よ
っ
て
農
民

ω手
に
存
し
た
ご
云
ふ
-
〕
正
が
山
家
る
。

共
同
地
:
-
・
:
-
-
一
一
一
一
八
七
口
問
d

全
盛
民
肺
入
地
・
・
-
・
:
二
回
大

O
向
d

借
地
-
-
-
-
-
-
-
-
ご
一

μ
六
円
高
4

計

-

E

・E

・
-
:
一
-
一
カ
八
力
心
部

ι

耐
て
凶
有
地
の
大
部
分
は
北
方
森
林
不
毛
的
地
に
あ
り
て
経
憐
上
何
等

ω意
義
を
有
せ
ざ
る
二
三
削
逃
の
如
〈

そ
の
残
部
は
凡
て
農
民
に
よ
っ
て
小
作
せ
ら
れ
し
ち
の
な
る
が
放
に
、

こ
の
凶
有
地
を
除
外
す
れ
ば
全

で
あ
bJ

、

欧
露
の
土
地
の
中
僅
仁
五
八
三

O
H品
止
が
地
主
階
級
の
手
に
よ
っ
て
直
接
続
倍
せ
ら
れ
し
も
の
に
し

τ、
農
民
占

有
地
の
ニ
訓
九
分
に
過
ぎ
な
い
γ
o

ム
γ
か
、
る
借
地
人

ω全
農
民
に
謝
す
る
掛
合
1
A

一
戸
時
国
ム
リ
の
借
地
面
積
に
就
1
の
一
般
的
統
計
を
見
出
す
を
待

な
い
が
、
左
記
凶
十
六
勝
に
就

τの
調
査
表
は
そ
の
大
勢
を
語
る
で
あ
ら
う
。

Oganows1di. Ocherki pCl istorii zemelinwikh otnosh(mie f Rossii" (前出).

p・5'4-5'5により計算す。
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主唱

合

第

一

川

調

査

tι 

問

調

査

i成

& 

wu 

合

借

地

第

一

回

調

布

(
一
八
八
七
年
)

入

。

制

第

二

凶

調

査

(
一
九

O
五
年
}

合

-
戸
市
り
借
地
面
積
(
十
二
麟
の
澗
査
)

天
・
八
%

刊
一
五
百

タ4

ヨ

7
4
h
d

ヨ・ん
M
N

之
に
よ
っ

τも
明
な
る
が
如
〈
、

借
地
人
は
断
次
附
加
す
る
傾
向
あ
る
に
反

L
て、

借
地
の
而
積
は
殆
Y
一
増
加

な
き
が
故
に
、

一
戸
常
り
の
借
地
は
漸
次
減
少
す
る
の
勢
あ
り
、

結
局
借
地
も
亦
農
民
の
土
地
快
乏
を
救
ふ
じ
足

ら
y
h
F
L却
を
推
採
し
得
ら
れ
る
。

六

場当2
耶口

日

以
上
を
要
す
る
に
、
農
奴
解
放
の
経
済
的
放
浪
は
一
般
農
民
の
立
場
よ
り
見
る
附
は
寧
ろ
失
敗
で
あ
っ
た
。
農

民
は
僅
少
な
る
土
地
を
分
典
せ
ら
れ
し
が
潟
に
従
前
の
如
、
型
地
主
よ
h
の
生
活
り
扶
助
を
失
ひ
、
比
(
上
重
き
租
税

の
外
仁
年
々
過
重
な
る
賠
償
金
金
而
も
貨
幣
に
よ
っ
て
納
付
せ
ざ
る
べ
か
ら
さ
る
事
ピ
な
っ
た
。
元
来
農
民
が
従

来
苦
痛
正
せ

L
所
は
人
絡
的
隷
胤
よ
り
も
準
ん
物
質
的
紋
乏
に
あ
っ
た
。
放
に
経
済
生
活
の
緩
和
吉
へ
得
ら
る
れ

ば
、
そ
の
人
格
的
隷
嵐
山
り
如
き
は
ま
に

L
も
忍
び
得
る
所
で
あ
っ
た
で
ゐ
ら
う
。
然
る
に
解
放
の
結
川
市
は
議
期
に

反
し

τ、
彼
等
の
経
済
的
若
痛
は
寧
ろ
以
前
に
超
ゆ
る
も
の
己
な
っ
た
o

解
放
後
直
仁
農
民
の
暴
動
が
各
地
に
頻

後
し
た
事
は
こ
の
間

ω事
備
を
綴
る
も
の
で
心
る
。
而
も
農
民
り
制
宛
面
積
は
茶
級
年
正
北
(
に
減
少
し
、
前
越
の

如
〈
農
民
の
中
年
々
の
牧
穫
を
多
少
共
剰
し
符
る
者
以
僅
仁
八
・
九
川
刊
に
し
て
、
七

0
・
七
%
は
土
地
の
欣
鏡
を
以

i祉

苑

位
以
解
放
後
に
於
け
る
時
四
誕
り
土
地
問
題

部
二
イ
三
位

(
第
三
銃
一
一
-
一
一
」

四
月



話

苑

農
奴
解
故
後
に
於
け
る
蕗
岡
国
の
土
地
問
題

第
二
十
一
一
一
巻

(
第
=
一
披

) 

1!-l，J ノ、

一一--，

て
そ
の
生
計
す
ら
支
へ
得

e
さ
る
の
獄
態
に
至
っ
た
。

又
他
方
じ
於
て
、
解
放
の
際
地
主
の
手
に
惑
っ
た
土
地
の
一
部
は
窮
迫
せ
る
貴
族
に
よ
b
年
々
資
却
さ
れ
て
投

機
的
尚
人
的
手
に
移
h
J
、
真
に
叉
此
等
商
人
よ
h

利
盆
を
得
て
農
民
主
民
却
せ
ら
れ
、
叉
農
民
間
に
於
て
も
投
機

的
富
農
よ
り
高
・
賃
上
土
地
を
必
要
己
す
る
小
農

ω手
に
移

h
L傾
向
を
認
め
得
ら
る
、
、
の
で
あ
る
が
、
而
も
資
質

上
之
は
土
地
が
多
数
の
小
燥
に
細
分
せ
ら
れ

L
結
川
市
ど
な

h
、
か
、
る
細
小
な
る
土
地
の
増
加
仁
ょ
っ

τは
小
農

聞
に
於
り
る
土
地
の
敏
之
は
迭
も
救
ひ
得
苫
る
の
み
な
ら
す
、
反
っ
て
大
地
主
階
級
ピ
土
地
紙
芝
階
級
ピ
の
聞
の

懸
隔
を
盆
-
Q

大
な
ち

L
め
し
に
過
ぎ
吉
る
も
の
芭
な
っ
た
。

斯

ω如
t
に
し
て
大
多
数

ω農
民
間
に
於
る
土
地

ω紋
乏
は
今
や
ロ
シ
ア

ω航
曾
制
度
に
於
り
る
級
〈
べ
か
ら

F
る
的
根
ご
な

h
、
機

τは
一
九

O
五
年
末
の
会
図
的
反
乱
の
最
大
原
闘
合
な

L
、
ひ
い
て
は
政
府
の
農
業
改
革

断
行
を
促
す
に
至
与
し
も
の
で
あ
る
。


